
法科大学院　
無料法律相談会・市民ロースクール開催

　５月23日（土）、今年度第１回目の
無料法律相談会が行われました。これ
は、法科大学院と、本学が提携してい
る第一東京弁護士会の公設事務所であ
る渋谷シビック法律事務所、及び法テ
ラス東京が共催し、臨床法学教育とし
て年２回開催されるものです。また、
無料法律相談会は、地域貢献としての
意味も持っており、毎回募集開始と同
時に相談枠が埋まるぐらい好評をいた
だいています。今回は９人の方が相談
に訪れ、５人の学生が弁護士による相

談に立ち合いました。
　市民ロースクールも法科大学院が行
う地域貢献活動の１つとして年１〜２
回開催されており、その多くは「せた
がやｅカレッジ」のコンテンツとして
も配信されていますが、第６回目とな
る市民ロースクールが７月４日に開催
されました。今回は講師に法科大学院
非常勤講師の辻本衣佐先生をお迎え
し、「犯罪と刑罰－世界一安全な国・
日本」と題してご講義いただきました。
会場となった法科大学院棟の法廷教室

には多くの近隣住民の方が訪れまし
た。
� （法科大学院�教授�若林�亜理砂）
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　道元禅師の研究をしていると、思わぬ
人から手紙やメールをいただくことがあ
る。殊

こと

にマスメディアの影響は多大で
ある。７年ほど前（2008年度）、１年間

NHKテレビ「こころの時代」で『正法眼蔵随聞記』をテキ
ストに道元禅師の教えを語ったが、NHKを通じて思わぬ学
者からメールが届いた。京都大学、物質－細胞統合システ
ム拠点（iCeMS＝アイセムス）拠点長の中辻憲夫教授から
である。中辻教授はこの「こころの時代」を見てコンタク
トをとってきたのである。当時、中辻教授は受精卵からES
細胞（万能細胞）を培養することに成功しており、大きな
注目と、そして生命倫理の問題で批判も受けていた。iPS細
胞の培養に成功しノーベル医学・生理学賞を受賞した山中
伸弥教授の研究は、この中辻教授の研究に基づくものであ
る。その後、中辻教授は「道元のことばと科学者」と題す
る原稿を寄稿してくださり、私は京都大学へ招聘されて、
2009年12月、iCeMSインテグリティーセミナーで「如何に
生きるべきか－仏教が説く実践哲学と禅僧道元の人生訓を
中心に－」と題する講演を行った。科学研究者の世界でも、
捏造論文は極端としても、十分にすべき実験を省略したり、
結論に添わない実験データを十分検証しないようなことが
多発しているという。中辻教授は、道元禅師の教えが、本
来の研究者の生き方やその責任を喚起する契機になればと
このセミナーに期待したのである。その期待に応えられた
かはわからない。しかし、仏教や禅は、それらの期待に応
えられる素晴らしい教えを持つものと私は確信している。

　企業経営を研究するのには難しい部分
がある。経営学の研究対象である企業は、
自社の評価を高めたり、宣伝になったり
する内容は積極的に公表するが、不都合

な情報はできるだけ外に出さないようにする傾向がある。
その１つがサービス残業と呼ばれる賃金不払い残業である。
労使間で紛争となった場合に裁判の場で賃金不払いの実態
が詳
つまび

らかになるケースはあるが、多くの場合各社暗黙の了
解事項となっていてなかなかその実態がつかめない。しか
し、その概要を把握するのに政府統計が使える。厚生労働
省が実施している「毎月勤労統計調査」と総務省が実施し
ている「労働力調査」である。前者は所定外労働の延べ時
間と超過労働給与の総額を各事業所に記入させるもので、
各月の「実際に支払われた時間」が出てくる。後者は企業
を介さない世帯調査であり、週あたりの「実際に働いた時
間」が出てくる。それぞれ１カ月単位、１週間単位であるが、
１年分を合計すれば当然同じ数字にならなくてはならない。
ところが両者の間には年間で約300時間の差が存在する。こ
れがサービス残業の概数であり、このやり方は我々の研究
分野では共有された算出方法である。仮に正社員の時給を
3,000円とすれば不払い額は3,000円×300時間×1.25倍（割増
分含む）で雇用者１人当たり112.5万円もの金額になる。日
本人の働き方を変えなくてはならないという議論がよくある
が、まずこのサービス残業という存在をなくさない限り、現
状を正しい物差しで測ることができないから、ワークシェア
リングにしても、生産性向上にしても建設的な話ができない。
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